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小鹿野町立地適正化計画策定支援業務委託仕様書 

本仕様書は、小鹿野町が実施する立地適正化計画策定支援業務委託に適用

する必要な事項を定めたものである。 

１  委託業務名 

小鹿野町立地適正化計画策定支援業務委託 

 

２  履行期間 

契約締結日から令和８年３月３１日まで 

 

３  委託業務区域 

小鹿野町全域 

 

４  業務目的 

平成１７年度に旧小鹿野町と両神村が合併して、本町は新制小鹿野

町となった。 

その当時、約１４，０００人余りであった人口は、２０２４年４月

現在１０，２０７人に減少し、推計によると２０３０年には９，００

０人を下回ることが予想されている。 

また、高齢化、人口密度の低下、町内全域の過疎化、増大する公共

施設の老朽化対策、空き家や空き地などの余剰空間資源の有効活用等

が必要とされるなど、本町を取り巻く状況は大きく変化している。 

これら地域課題への着実な対応と、新たな取組にも積極的にチャレ

ンジしていくため、本町では「第２次小鹿野町総合振興計画（後期基

本計画２０２４年度～２０２８年度）」を策定しており、この一環とし

て、地域の活力向上を図り持続可能なまちづくりを実現するコンパク
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トシティ・プラス・ネットワークの取組みを具現化する計画を策定す

る必要がある。 

本業務は、コンパクトシティの形成を推進するため、立地適正化計

画作成の手引き（国土交通省都市局都市計画課発行）等を参考に都市

再生特別措置法第８１条第１項に規定する立地適正化計画を策定する

ことを目的とする。 

なお、計画策定に際しては、小鹿野町全体の長期的な地域ビジョ

ン・コンセプトにかかる検討および立地適正化計画策定後の計画実現

に向けた検討を行うものとする。 

 

５  業務内容 

〇令和６年度業務 

(１)  上位・関連計画の整理 

上位計画や各分野の計画内容を把握し、各計画等に示される将来都

市構造の考え方や都市機能・居住誘導に関連した施策等の概要の整理

を行う。 

(２)  現状分析・課題整理 

GIS を活用し、各種基礎データを図上で重ね合わせ、生活利便性、

健康福祉、安全・安心等の観点から、現況及び将来人口推計に基づく

都市構造上の課題分析を行う。 

・現状における都市構造分析 

・将来人口見通しに基づく都市構造分析 

・都市構造上の課題整理 
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(３)  町民意向調査 

 令和５年度に町で実施した「小鹿野町まちづくりアンケート調査結

果報告書」（集計データ）等を参考に、さらに本計画に必要な町民意見

の抽出を行うべく調査を行う。 

なお、具体的な実施方法は事業者の提案をベースに町と協議の上決

定するものとする。 

 

(４)  立地適正化計画対象区域外も含めた町全体の将来ビジョンの検討 

町全体の地域ビジョン・コンセプトにかかる「５業務内容（１）か

ら（３）」の検討結果を踏まえ、小鹿野町全体の持続可能地域ビジョン

を策定する。その際立地適正化計画対象区域外の将来ビジョンについ

ても検討を行う。 

 

(５)  まちづくりの方針(ターゲット)、施策・誘導方針(ストーリー)、目

指すべき都市の骨格構造 (拠点・軸)の検討 

「５業務内容（１）から（４）」の検討結果を踏まえ、「居住の誘

導」、「医療・福祉・商業等の都市機能の誘導」、「公共交通の充実」等

に係る方針(計画のターゲットとストーリー)を整理するとともに、地

域公共交通計画等と整合を図りつつ、都市の骨格構造(拠点・軸)を検

討し、立地適正化計画で目指す都市の骨格構造図を作成する。 

 

(６)  都市機能誘導区域(案)・誘導施設 

①  都市機能誘導区域(案) 
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まちづくりの方針を踏まえ、本町において都市機能誘導区域を設定

する目的を明確にし、区域設定方針の整理を行う。また、都市機能誘

導区域(案)を検討する。 

②  誘導施設 

各種都市機能の特性や施設所管部局の考え方等を踏まえ、都市機能

誘導区域内に誘導施設として位置づけるべき機能の考え方を整理す

る。その上で、施設の充足状況や今後の整備計画等を考慮し、誘導施

設を設定する。 

(７)  居住誘導区域(案) 

まちづくり方針を踏まえ、本町において居住誘導区域を設定する目

的を明確にし、区域設定方針を整理する。また、防災指針の検討に先

立ち居住誘導区域(案)を検討する。 

(８)  防災指針に関する情報の収集、整理 

発生するおそれのある災害ハザード情報を網羅的に収集、整理をす

るため、各法等に基づき想定された情報を収集、整理する。 

〇令和７年度業務 

(１)   防災指針 

①  災害リスクの高い地域の抽出 

前年度で整理した複数の災害ハザード情報と、建物現況等の都市

情報を重ね合わせて分析・評価を行い、災害リスクの高い地域の抽出

等を行う。 

②  地区ごとの課題の抽出 
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上記の分析・評価結果を基に地区ごとに防災上の課題を整理し、

課題図を作成する。 

③  地区ごとの取組方針の検討 

地区ごとの課題を踏まえた防災・減災に係る取組方針を検討し、方

針図を作成する。 

④  具体的な取組、スケジュールの検討 

地区ごとの取組方針に基づき、ハード・ソフト両面から災害リスク

の回避、低減に必要な施策を整理する。また各取組について、短期・

中期・長期の区分等でスケジュールを作成する。 

(２)  都市機能誘導区域(案)の精査 

防災指針の検討内容を踏まえ、都市機能誘導区域(案)の精査を行

い、区域を確定する。その際、計画策定後の運用を見据え、1/2,500 

等の地形図上で整理を行い、界線根拠を明確にする。 

(３)  居住誘導区域(案)の精査 

防災指針の検討内容を踏まえ、居住誘導区域(案)の精査を行い、

区域を確定する。その際、計画策定後の運用を見据え、1/2,500 等

の地形図上で整理を行い、界線根拠を明確にする。 

(４)  都市機能及び居住誘導施策 

誘導施設の立地や区域内の環境整備を実現するための支援措置の活

用、町が独自で行う取り組み等を検討し、都市機能誘導施策を設定す

るとともに、庁内関係部局における施策等を基に、居住誘導区域内に

人口を誘導するための施策を検討する。また、他の公共交通関連の計
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画との整合を図りつつ公共交通の充実に係る施策についても整理を行

う。 

(５)  定量的な目標値・評価方法検討 

都市機能・居住誘導、公共交通の充実、防災・減災に係る取組につ

いて、短期(おおよそ５年程度)、中期(おおむね １０年程度)等の

時間軸の視点も踏まえながら定量的な目標として設定する。また、

評価方法についても検討する。 

(６)   立地適正化計画の作成 

①  計画(案)の作成 

各種検討を踏まえ、パブリックコメント等への提示に向けた立

地適正化計画(案)を作成する。また、概要版を作成する。 

②  修正取りまとめ 

説明会及びパブリックコメント等の内容を踏まえて、計画(案)

の取りまとめを行う。 

(７)   計画実現に向けた検討 

立地適正化計画策定後の計画実現に向けた町民合意形成手法、民間

事業誘導方策、町主体の事業（ソフト＋ハード）などの検討を行う。 

 

（庁内検討会議／令和６年度、令和７年度） 

立地適正化計画の策定に際し、計画策定方針、防災指針等の情報共

有と施策調整を図るため、庁内検討会議を実施するものとし、資料作

成、会議出席、議事要旨作成を通じた支援を行う。 

（個別ヒアリング／令和６年度） 
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誘導施策等を設定するにあたり、庁内関係部局との具体的調整を図

る場として、個別ヒアリングを実施する。(網羅的なアンケート調査

及び追加で対面によるヒアリング調査。) また、庁内関係部局との

調整の結果、必要に応じて、商工、医療、福祉、不動産等の外部の関

係団体に対してもヒアリングを実施し、施設配置の考え方等について

確認を行う。 

（策定委員会／令和６年度、令和７年度） 

立地適正化計画策定の実効性を高めるため、町民、学識経験を有す

る者、その他必要と認める者で構成する「策定委員会」を設置し、資

料作成、会議出席、議事要旨作成を通じた支援を行う。 

（都市計画審議会／令和６年度、令和７年度） 

都市計画審議会への報告及び意見聴取、諮問にあたり、資料作成を

通じた支援を行う。 

（国土交通省ヒアリング／令和６年度、令和７年度） 

国土交通省関東地方整備局との調整を行うにあたり、資料作成を

通じた支援を行う。 

（パブリックコメントの実施／令和７年度） 

各種会議などで整理した結果及び立地適正化計画に対する考え方等

について、各方面からの意見を組み入れるためのパブリックコメント

の実施(説明会及び意見徴収等)の支援を行う。意見の集約と計画内

容への反映を検討するとともに意見に対する回答等についても対応す

る。 
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（打ち合わせ協議／令和６年度、令和７年度） 

業務の適正な遂行を図るため、監督員と密接な連絡をとり、その都

度打ち合わせ記録簿を作成し、相互に確認する。また、業務遂行上必

要となる関係機関との打ち合わせ協議に対しては、これに伴う各種資

料の作成や協議等も行う。 

６  成果品 

〇令和６年度成果 

・  中間報告書                        ２部 

・  電子データ(CD－ROM 等)                 １式 

・  各会議資料及び議事録                 １式 

・  その他監督員が必要と認めた資料            １式 

 

〇令和７年度成果 

・  報告書                        ２部 

・  小鹿野町都市計画立地適正化計画書本編       １５０部 

（A4 版、カラー等）  

・  小鹿野町都市計画立地適正化計画概要版       ２００部 

（A4 版、8 項程度、カラー等）         

・  各会議資料及び議事録                １部 

・  各種関係 GIS データ（shape 形式）           １部 

・  電子データ（CD－ROM 等）                 １部 

・  その他監督員が必要と認めた資料          １式 

   

７  著作権等 

・  成果品の著作権は、使用分、未使用分に関わらず、小鹿野町に帰属

するものとする。 
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・  受注者は、成果品等については小鹿野町の承諾なしには、他のいか

なる者に対してもそれを閲覧に供し、複写及び譲渡、又は提供して

はならない。 

８  個人情報の保護及び適正管理 

・  個人情報を取り扱うに際しては、小鹿野町個人情報保護法施行条例

を十分に認識し、個人の権利利益を侵害することの無いようにしな

ければならない。業務終了後は保管している個人情報等については

シュレッダー等で破棄し、電子データは復元不可能となるよう消去

する。 

９  その他 

・ 小鹿野町は受注者に対し、本業務の履行にあたり、必要となる関

連資料を貸与するものとする。また、貸与された資料については、

管理に十分留意するとともに、本業務終了後、速やかに返却するこ

と。 

・ 本業務に関する協議、打合せ等の必要経費、その他調査等に要す

る費用は受注者の負担とする。 

・ 業務が完了し検査に合格後、速やかに成果品の引き渡しを行う。

検査において、内容に不備、不完全等が発見された場合は、受注者

の負担と責任で補正等の処理を行うこと。また、成果品の検査完了

後といえども、成果品に明らかに受注者の責に帰すべき瑕疵が発見

された場合は受注者の負担と責任で補正等の処理を行うこと。 

・ 業務内容、データ内容その他この契約履行により知り得た事項を

第三者に漏らし又は委託の範囲を超えて利用してはならない 
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・ その他、契約書及び仕様書に定めのない事項については、その都

度、発注者と受注者双方協議の上定める。 

１０  提出先 

小鹿野町 建設課 都市計画担当 

〒３６８-０１９２ 埼玉県秩父郡小鹿野町小鹿野８９ 


